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困ったら一人で悩まず行政相談
　「行政相談」ってご存知ですか？
　「行政相談」とは、国や特殊法人等の仕事に関する苦情や要望を、
総務大臣より委嘱された行政相談委員が皆さんからお聞きし、その
改善や解決の促進を図る制度です。
　保険、年金、雇用、登記、道路、社会福祉など、いろいろな行政
分野の幅広い相談に対応しております。
　相談は無料で秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
　12月８日（金）　13時30分～15時30分
　朝日町役場　１階　相談室

※相談日の前月20日（土曜日、日曜日、祝日の場合は前営業日）か
　ら事前予約を受け付けております。詳しくは予約申込窓口（総務
　課：377－5651）までお問い合わせください。
※予約の状況によっては、当日の相談受付けも可能です。
　次のところでは、オンラインや電話等でも行政相談を受け付けて
　おりますので、こちらもぜひご利用ください。
総務省　三重行政監視行政相談センター　行政監視行政相談課
〒514‒0033　津市丸之内26番８号　津合同庁舎３階
行政苦情110番　（電話：0570－090110）
http：//www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html

大学生等奨学金返還支援事業助成金の募集のお知らせ
　三重県では、三重県で活躍する若者を応援するため、「過疎地域な
ど指定地域への居住」や「県内での居住及び指定業種への就業」など
の条件を満たした場合、大学等の奨学金返還額の一部を助成します。
　詳細はホームページをご覧ください。
【対象者】
（学　生）大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の最終
　　　　　学年又はその１年前の学生
（既卒者）大学等卒業後３年以内の方のうち、申請時点で県外に居住
　　　　　しており、かつ三重県内で就業していない方
【対象奨学金】日本学生支援機構　第一種奨学金　など

【助成金額】
借受奨学金総額の１/４（上限100万円）
居住及び就業の条件を満たし、４年経過後に助成金額の１/３、
８年経過後に残額を交付
【募集人数】40人程度
【募集締切】令和６年１月15日（月）
【問い合わせ先】三重県政策企画総務課
　　　　　　　　TEL 059－224－2009
〇本事業ホームページＵＲＬ
　https://www.pref.mie.lg.jp/KIKAKUK/HP/miesalon/
　74737039887_00002.htm

～『優良運転者表彰』を希望される皆様へ～
　交通安全協会へ加入し永年安全運転に努めておられる方は、一定
の要件の下、希望者からの申請により優良運転者表彰（30年、40
年、50年）を受けていただくことができます。
　表彰を希望される方、または詳しくお知りになりたい方は、交通
安全協会までご連絡をお願いします。
※ご自身が来年（令和６
　年）の表彰対象者であ
　ることは下表のとおり
　【免許証】の取得年で
　確認できます。

※申請には一定期間の無事故・無違反を証明する書類（有料）も
　必要となります。
※「優良運転者表彰」に関しては、令和５年以降、対象会員個々
　への案内は行わず、希望者からの自己申告制となりました。
　　表彰を希望される方は、交通安全協会までご連絡をお願いし
　ます。
問い合わせ先
（一財）三重県交通安全協会
TEL：059－253－7744【平日９時～17時】
（土、日、祝日を除く）

毎年11月・12月は「税金の徴収強化月間」です
　税金の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービスに支障をきたす
恐れがあるだけでなく、納期内に納税された方との公平性を欠くことにもな
ります。
　三重県及び本町を含む県内市町では、特に11月と12月を「税金の徴収強
化月間」と位置づけ、納税する資力がありながら納税しようとしない滞納者
に対して、法律に基づく滞納処分を積極的に実施することとしています。

※災害や病気など特別な理由によって税金の納期限内が困
　難となった場合はご相談ください。
問い合わせ先
県税について　四日市県税事務所　納税課
　　　　　　　TEL 352－0572
町税について　税務課　TEL 377－5655

30年
40年
50年

Ｈ５.１.１～Ｈ５.12.31
Ｓ58.１.１～Ｓ58.12.31
Ｓ48.１.１～Ｓ48.12.31

二・小・原・他（取得年月日）
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